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島根県では人工林資源のうち19％が間伐期、74％が主伐期を迎えていることから、適期での間伐を実施するとともに、主伐・再造林に
よる森林の循環利用および齢級構成の適正化を進めている。
そこで、生産基盤強化区域等で効率的に搬出間伐を実施し、県内の木材需要に対応していくとともに、主伐に至るまでの森林の適切な
密度管理および公益的機能が発揮できるよう森林資源の管理を進めていく。

＜島根県の立地＞
島根県は、西日本の日本海側に位置し、200ｋｍ以上の東西に長い海岸線を有する本土部分に加え、隠岐地域として4つの離島も有して
いる。浜田自動車道や尾道松江線の全面開通と山陰道の部分開通により、近畿地方や山陽方面、九州地方との物流時間が短縮され、経
済的な価値が高まっている。

＜島根県の森林＞
島根県は、県土面積67万haのうち、森林が52万haを占めており、森林率は全国第4位である。このうち、国有林はわずか3万2千haであ
り、県内の森林の94％が民有林である。森林の蓄積量は、10年前の1億4千万m3から1億6千万m3へと約1.15倍増加しており、森林資源と
しても利用期を迎えている。このため、民有林を主体とした森林整備や木材生産を実施することが、県内の林業振興を図っていくため
には不可欠である。

島根県の木材産業の特徴は、合板工場および木質バイオマス発電用の原木需要が大半を占めており、今後も安定した原木需要が見込ま
れている。これまで、路網の整備や林業機械の導入、低密度植栽や一貫作業の定着等により原木生産や再造林の低コスト化施業が進
み、県産原木の供給量は維持しているが、一方で、燃料、資材価格の高騰やコストのかかる奥地の条件不利な現場が増加しているな
ど、生産費の上昇が危惧されている。
今後の取組方針として、森林経営の収益力向上を図るため、①林内路網や高性能林業機械等の基盤整備に加え、ＩＣＴ等の新たな技術
の導入により、原木生産の生産性向上に向けた取組を推進、②成長の早い苗木の供給拡大や森林整備作業の労力低減となるＩＣＴ等の
技術の実証や機械導入支援など森林整備の省力化に向けた取組を推進、③原木増産に見合った製材用原木の円滑な流通・安定供給を図
るため、原木市場の流通機能の強化や製材工場の新設・中核的な工場の育成、製材工場間での連携を強化、④県産木材の需要拡大と安
定供給ができるよう、建築士・工務店と製材工場のグループ化や、民間非住宅建築物の木造化に向けた関係者間の連携を推進するとと
もに県外等への県産木材製品の販路拡大、⑤高校生への林業学習の充実や林業事業体での就業体験等の取組を支援し、技術力の高い人
材を育成、⑥林業事業体が自ら取り組む労働条件・就労環境改善を支援するとともに、キャリアに応じた人材育成を進め、就業者の労
働意欲喚起と事業体の経営体質を強化するなど木材産業全体の発展を目指す。

林業分野においては、循環型林業の定着・拡大を一層進めるため、林内路網や高性能林業機械等の基盤整備に加え、ＩＣＴ等の新たな
技術の導入により、原木生産の生産性向上省力化に向けた取組を推進し、最も高い価格で取引される製材用原木の需要を原木生産に見
合ったものに拡大し、森林経営の収益力を向上させ、林業就業者を安定的に確保・育成する。
木材産業においては、原木増産に見合った製材用原木が安定的に供給されることで経営の安定と収益性を増大させる。製材業では、製
材工場の新設・規模拡大を図るとともに、製材工場間での分業・連携を促進し、製材用原木の需要拡大を図る。また、高品質・高付加
価値製品の製造・開発に取り組むことにより収益を確保し、その利益を所有者に還元する構造をつくり出す。

島根県では人工林資源が利用期を迎えており、県内の原木需要に対応するために人工林をはじめ天然林においても主伐が積極的に実施
されている。主伐後の伐採跡地を放置すれば森林資源の減少・枯渇を招くことになるため、伐採者と造林者の連携による伐採から再造
林の一貫作業等によって適正に森林を再生し、森林資源を循環利用することが重要である。
そこで、主伐による原木の安定供給を行っていくとともに、①一貫作業による再造林の推進、②一貫作業で必要となる植栽時期を限定
しないコンテナ苗生産量の拡大、③低密度植栽（2,000本/ha以下）の推進、④特定苗木の生産体制整備による生産拡大などによる再造
林の省力化と低コスト化へ取り組むことで森林資源の循環利用を進めていく。併せて、森林整備作業の労力低減となるＩＣＴ等の技術
の実証や機械導入支援など森林整備の省力化に向けた取組を推進する。

県内林業経営体は、島根県独自の制度である「島根林業魅力向上プログラム」、「しまね林業士制度」を活用し、経営体自らが労働条
件・就労環境の改善を行い、林業就業者を確保し、原木生産や再造林の拡大に取り組んでおり、県全体では原木生産量が年々増加し、
林業就業者も増加傾向にあるなどの成果に繋がっている。
しかし、一部の林業経営体においては、給与や休暇などの労働条件や福利厚生などの就労環境の改善が十分に進んでおらず、事業規模
の拡大等に向け必要な林業就業者を確保できていないという課題がある。
今後は、林業事業体ごとの特徴に合わせた収益力の向上や経営体質の強化を図るため、中小企業診断士等の専門家の派遣による経営改
善などの指導を強化するとともに、労働安全パトロール等を通じて労働災害を低減させ、林業経営体のさらなる魅力向上や、原木生産
量・再造林の拡大を進める。

島根県内は森林経営計画のカバー率が21％程度であり、地籍調査の遅れ等により森林所有者や境界が不明な森林も多く存在しており、
森林経営計画の作成や集約化施業の実施に支障を来すことがある。
原木生産量の増産や適切な森林整備を進めていくためには、森林所有者や境界の明確化は必須の条件であるため、市町村による森林経
営管理法に基づく森林の経営管理の集積・集約化の取り組みと連携し、森林経営計画の策定に必要な森林情報の収集、森林境界の明確
化、合意形成に取り組む。



８　路網整備の現状、課題及び取組方針

９　山村地域の防災・減災や森林資源の保全に関する現状、課題及び取組方針

10　木材加工・流通の合理化等に関する現状、課題及び取組方針

11　木材需要の創出等に関する現状、課題及び取組方針

12　特用林産物の生産に関する現状、課題及び取組方針

13　林業と木材産業の連携に関する現状、課題及び取組方針

14　事業実施期間

15　目標を定量化する指標

　＜木材供給量の目標＞ （単位：千m
3
）

（実績）　令和３年（度） （目標）　令和９年（度）

木材供給量 660 757
※　国産材の供給量について、直近年（度）の実績及び事業実施期間の終期等の目標を記載する。

目標
（目標）令和９

年（度）

先進的な林業機械等の整備 10
木材加工流通施設等の整備 20

未利用間伐材等活用機材整備 -

木質バイオマス供給施設整備 20

木質バイオマスエネルギー利用施設整備 -

木造化（補助率1/2以内） -

木造化（補助率15％以内） -

木質化 -

循環型資源基盤整備強化対策 91%

※　上表の指標については、別表３に定める事項を記載することとし、事業実施期間の終了年度の目標を記載すること。

事業費当たりの木材利用量
（㎥／百万円）

人工造林面積のうち、人工造林
のコスト低減を図る取組の
面積割合（％）

令和５年度～令和９年度

メニュー 指標

林業・木材産業の
生産基盤強化

労働生産性（㎥／人・日）の増加率

地域材利用量（㎥）の増加率

木質バイオマス利用促進施設の整備
事業費当たりの木質バイオマス
利用量（㎥／百万円）

木造公共建築物等の整備

今後は、製材工場の新規立地や規模拡大、製材工場間の分業・連携によるＡ材需要拡大により、森林経営の収益力を高めることでＡ～
Ｄ材、木材全体の生産量を拡大し、バイオマス利用等の需要拡大に対応していく。なお需要創出の余地のある地域においては、木質バ
イオマス利用を促進していく。

島根県の特用林産物の中で、栽培きのこ産出額は約9.8億円（R5）と県内の主要な栽培作物であり、きのこ生産は中山間地域の重要な
産業である。栽培きのこの中でも「生しいたけ」の生産量が約８割と非常に大きなウエイトを占めている。しかし、生産者の高齢化に
よる生産者数の減少や菌床製造施設等の老朽化による生産効率の低下が課題となっている。
そこで、菌床製造施設等の生産基盤施設の整備を図り、新たな生産者が積極的に「生しいたけ」の生産に取り組んでいける体制を整備
し、生しいたけ生産量を増加させることで林業産出額の増大を図る。

現状では、合板用及び木質バイオマス用原木の供給にあたっては、林業経営者で組織する団体が窓口となり、需要先と供給量を調整し
ているところ。また、製材用原木については、近年、林業事業体と製材工場間での安定取引協定に基づく供給量が増加しつつある状
況。今後は、複数の林業事業体や製材工場がさらなる安定取引協定の締結を進め、原木の計画的・安定的な流通体制を構築するととも
に、製材工場の新設や規模拡大により製材能力の向上を図ることで、地域ぐるみで伐採から製材加工までの取組が拡大される仕組みを
構築する。

島根県内の路網整備は、森林作業道を主体に整備しており、近年の森林作業道の開設延長は年間200km程度である。しかし、県内の森
林資源を有効に利用していくためには、森林作業道だけではなく、効率的な木材運搬が可能となる林業専用道（規格相当）を積極的に
開設し、路網整備を推進していくことが必要である。
そこで、利用可能な森林資源が充実したエリアを団地化し、集中的に林業専用道（規格相当）と森林作業道を組み合わせた路網整備を
行うことで、効率的な原木生産へ繋げていく。

本事業による取組予定なし

原木の用途は、取引価格が高い順に「製材用」「合板用」「製紙チップ用」「燃料チップ用」となっており、品質に応じて適切に取引
されることが森林経営の収益力を向上させる上で重要である。本県には、原木を大量に消費する合板工場やFIT制度を活用した５基の
木質バイオマス発電所が立地し、また、県内や隣県に製紙工場が立地しており、いわゆるＢ材、Ｃ材、Ｄ材の需要は十分に確保されて
いる一方で、Ａ材については、小規模零細な製材工場が大半であり、県内需要は横ばいとなっている。
今後は、原木増産に見合った製材用原木の円滑な流通・安定供給を図るため、原木市場等の流通機能の強化や製材工場の新規立地・規
模拡大、Ａ材の安定供給により需給バランスを改善し、製材用原木の取引を拡大させる。


